
敦賀港の特定利用港湾への対応 令和６年６月１１日
土木部・防災安全部

資料No７

１．特定利用空港・港湾の概要

• 総合的な防衛体制の強化の一環として、自衛隊・海上保安庁が、平素において
必要に応じて空港・港湾を円滑に利用できるよう、インフラ管理者との間で
「円滑な利用に関する枠組み」を設け、これらを「特定利用空港・港湾」とす
る。

• 「特定利用空港・港湾」においては、民生利用を主としつつ、自衛隊・海上保
安庁の艦船・航空機の円滑な利用にも資するよう、必要な整備又は既存事業の
促進を図る。

２．全国の特定利用空港・港湾の状況

第４回関係閣僚会議（令和６年４月１日）において、「総合的な防衛体制の強
化に資する公共インフラの運用・整備方針」を決定し、特定利用空港・港湾を公
表（別添１）。

３．福井県に対する国からの説明

国：内閣官房、国土交通省、防衛省

①令和５年１１月２日
令和５年８月の関係閣僚会議で共有された「総合的な防衛体制の強化に
資する取組」に関する概要について説明

②令和６年２月２日
敦賀港が特定利用港湾の候補であり、関係省庁と県とで港湾施設の「円
滑な利用に関する確認事項」を取り交わしたいとの申入れ

③令和６年４月１９日
県と敦賀市に対し既存事業の促進、想定される利用形態や調整方法等に
ついて説明

４．県としての対応方針

• 今回の枠組みは、あくまで港湾法の範囲内で施設利用について調整するもので
あり、自衛隊・海上保安庁の優先利用を前提としていないこと。

• 民生利用の観点から整備中の鞠山南岸壁延伸事業等について、より着実な推進
が図られること。

• 自衛隊・海保が訓練で敦賀港を熟知することで、大規模災害への派遣や国民保
護の迅速かつ効率的な対応が期待できること。

以上のことから、地元敦賀市等の意見も踏まえ、国との「敦賀港における円滑な
利用に関する確認事項」の取り交わしに向けた協議を行う。

敦賀港における既存事業（整備中の事業）

特定利用空港・港湾（令和６年４月１日時点）

図２

図１
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※ 総合的な防衛体制の強化に資する研究開発及び公共インフラ整備に関する
関係閣僚会議

（※）

第４回関係閣僚会議資料（抜粋）

令和６年４月１９日説明資料（抜粋）
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